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第１　事件の概要及び経過
１．東京地裁判決（東京地判令和２年２月28日平成

29年（ワ）第20502号等）

本件は、著作権等管理事業者法に基づく文化庁
長官の登録を受けた著作権管理事業者であるYが、
Yの管理する楽曲にかかる著作物の演奏等に関し
て音楽教室等から著作物使用料の徴収を行うこと
としたところ、音楽教室を運営するXら（法人又

は個人。以下「Xら」という。）が、Xらの音楽教
室における楽曲の使用（教師及び生徒の演奏並び
に録音物の再生）が著作権法上の演奏に当たらな
いことなどから、Yが著作物使用に対する請求権
を有しないとして、Yを相手取って当該請求権（著
作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返
還請求権）の不存在確認を求めて提訴した事案で
ある。
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